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■ 自動車の構造等変更検査時における自動車税の納税確認について 

平成２２年４月１日から現行の継続検査時の自動車税の納税確認に加え、構造

等変更検査時においても自動車税の納税確認が行われることになります。 

 

■ 変更時期 

平成２２年４月１日から 

 

■ 変更点 

滞納がないことを証するに足る書面の提示 

 平成２１年度まで 平成２２年度から 

継続検査 必要 必要 

構造等変更検査 不要 必要 
 

■ 参 考 

平成２０年４月３０日付けで「地方税法等の一部を改正する法律」（平成２０

年法律第２１号）が公布され、同法附則第２２条の道路運送車両法の一部改正

により、平成２２年４月１日から現行の継続検査時の自動車税の納税確認に加

え、構造等変更検査時にも自動車税の納税確認が行われることになりました。 

 

平成２２年４月１日より自動車の構造等

変更検査時において自動車税の納税確認

が行われます！ 




